
• 計画等の策定に関する規定の令和３年１２月末時点の条項数
全体：５１４条項（義務：２０４条項 努力：８８条項 できる：２２３条項）

※ １つの条項において計画の策定を義務付けるとともに別の計画の策定を「できる」 とする場合があるため、

「全体」と「義務／努力／できる」の内訳の合計は一致しない。

• 策定を義務付ける規定については、平成２４年まで減少したものの、新たな規定の
創設により、その後は微増傾向にある。一方、努力義務規定、「できる」規定について

は増加傾向にある
Ø 計画等の策定を義務付ける規定については、地方分権改革推進委員会による第３次勧告（平成２１年１０月７日）を

受けた第１次一括法（平成２３年５月公布）及び第２次一括法（平成２３年８月公布）の成立等により、特に平成２２年から

平成２３年にかけて大きく減少している。

• 法令上又は運用上、財政支援等の要件とされている計画等の策定に関する規定に
ついても増加傾向にあり、令和３年１２月末時点において、「できる」規定のうち約４分

の３の規定、努力義務規定のうち約３割の規定がこれに該当する

• 分野別にみると、特に、環境、農業、厚生といった分野で、策定を義務付ける規定が
多く見られる

• 複数の地方公共団体が共同して計画等を策定すること（いわゆる「共同策定」）が
可能とされているものは全体の約４３％に当たる２２０条項

１

策定に関する条項について

計画の策定等に関する条項について

※
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＜策定に関する条項数の推移（都道府県）＞

＜策定に関する条項数の推移（市町村）＞

２

＜策定に関する条項数の推移（全体）＞

このうち、共同策定が法令等により
明示的に可能とされている条項は２２０条項

※ 例えば、事業を実施するか否かは地方公共団体に裁量があるが、事業を実施する場合には計画等を
策定しなければならないという規定については「義務」と整理。

※各年の１２月末時点の条項数

【参考】計画等の策定に関する条項のデータ（１／６）

計画の策定等に関する条項について



＜策定に関する条項数の推移（全体）・変動要因分析＞

３

【参考】計画等の策定に関する条項のデータ（２／６）

計画の策定等に関する条項について



４

【参考】計画等の策定に関する条項のデータ（３／６）

計画の策定等に関する条項について



５

※ 地方分権改革推進委員会の第２次勧告の基礎となった平成１９年１２月時点の条項数を基準に
各年の条項数の倍率を算出したもの

【参考】計画等の策定に関する条項のデータ（４／６）

計画の策定等に関する条項について



６

【参考】計画等の策定に関する条項のデータ（５／６）

計画の策定等に関する条項について



７

（Ｒ３時点）法令で財政支援等の要件とされている条項※数は、上記の義務８１条項のうち７８条項、
努力義務２４条項のうち１８条項、「できる」１６２条項のうち１５８条項
※規定例（「努力義務」の例） 第Ｘ条 地方公共団体は○○計画を策定するよう努めなければならない。

第Ｙ条 国は○○計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、補助金の交付を行うことができる。

【参考】計画等の策定に関する条項のデータ（６／６）

計画の策定等に関する条項について



• 計画等の内容に関する規定：全体１，７７４条項
（義務：１，１７４条項 努力：２３９条項 できる：４２７条項）

• 計画等の手続に関する規定：全体１，８４８条項
（義務：１，４４８条項 努力：２７９条項 できる：３０５条項）

Ø 議決に係る規定：４４条項 （義務：４１条項 努力：０条項 できる：６条項）

Ø 協議・調整・意見聴取・同意に係る規定：８０５条項
（義務：７２４条項 努力：９２条項 できる：９０条項）

Ø 許可、認可、承認、認定に係る規定：１１９条項 （義務：７７条項 努力：０条項 できる：４２条項）

Ø 公示、公告、公表、閲覧・縦覧等に係る規定：５３１条項
（義務：４５１条項 努力：２０５条項 できる：１7条項）

（例）
ü 計画等の策定に当たっての内容（盛り込むべき事項の記載）を義務付ける規定
ü 計画等の期間に関する規定
ü 計画等の内容に影響を与える規定（「●●計画は××方針に即して定めなければならない」等）

８

※１ 例えば、１つの条項において一部の内容の記載を義務付け、一部の内容の記載を努力義務とする場合等があるため、
「全体」と「義務／努力／できる」の内訳の合計は一致しない。

※２ 例えば、１つの条項において一部の手続を義務付け、一部の手続を努力義務とする場合等があるため、
「全体」と「義務／努力／できる」の内訳の合計は一致しない。

※３ １つの条項において複数の手続について規定する場合があるため、「全体」と各手続の内訳の合計は一致しない。

※１

※２、※３

※２

※２

※２

※２

※２

内容に関する条項について

手続に関する条項について

計画の策定等に関する条項について
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